
国民健康保険料の免除方法

 出産予定月（又は出産月）の前月から出産予定月（又は出産月）の翌々月（以下

「産前産後期間」といいます。）までの４か月分の保険料が免除されます。

･･･免除対象月

❶届出書（本組合様式）

❷出産日又は出産予定日を確認できる書類（例：母子手帳の出生届出済証明書の写し等）

❸単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認できる書類（例：母子手帳の出産の状態の写し等）

➍出産した被保険者と当該出産に係る子の身分を明らかにすることができる書類

（例：母子手帳の出生届出済証明書の写し又は住民票等）

対象となる方

 令和５年11月１日以降に出産予定の埼玉県歯科医師国民健康保険組合被保険者の方が対象です。

妊娠85日（４か月）以上の出産が対象です（死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます）。

問い合わせ（届出先）

保険料は、一旦徴収した後に還付されます。

3ヶ月前 2ヶ月前 1ヶ月前 1ヶ月後 2ヶ月後 3ヶ月後

単胎の方 出産予定月

多胎の方 出産予定月

届出に必要な書類

※ 産前産後期間（４か月分）の保険料（医療分、支援金分、介護分）が免除されます。

※ 多胎妊娠の場合は、出産予定月（又は出産月）の３か月前からで、６か月分の保険料が免除されます。

 ただし、この制度が令和６年１月から施行されるため、令和５年11月～令和６年１月に出産した

場合は、産前産後期間のうち令和６年１月以降の期間から保険料が免除されます。

令和５年８月 ９月 10月 12月 令和６年１月 ２月

出産予定月

11月

※ 令和５年11月に出産した場合は、令和６年１月分（１か月）の保険料が免除されます。施行前の期間については、

免除の対象とはなりません。

産前産後期間相当分の国民健康
保 険 料 が 免 除 さ れ ま す ！

埼玉県歯科医師国民健康保険組合

〒330-0075

さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-65 彩の国すこやかプラザ5F

TEL  048-829-2325


